
〈
そ
の
家
系
①
〉

徳
川
将
軍
側
近
の
名
流   

〜
品
格
と
奉
仕
の
精
神
〜

　

加
納
久
朗
の
家
系
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
遠
く
江

戸
初
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

こ
に
武
家
と
し
て
の
高
潔
な
品
格
と
高
邁
な
奉
仕
の

精
神
が
、
バ
ロ
ッ
ク
音
楽
の
通
奏
低
音
の
よ
う
に
一

貫
し
て
流
れ
て
い
る
。
加
納
家
は
、
江
戸
中
期
以
降

将
軍
側
近
（
直
参
旗
本
）
と
し
て
、
ま
た
上か
ず
さ
い
ち
の
み
や

総
一
宮

藩
藩
主
な
ど
の
顕
職
を
ま
っ
と
う
し
た
家
筋
で
あ

り
、
幕
政
の
中
枢
に
参
画
す
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の

動
向
は
幕
政
改
革
を
反
映
し
た
。
そ
の
遺
伝
的
資
質

や
精
神
は
、
特
権
階
級
の
地
位
に
あ
り
な
が
ら
知
識

階
級
に
属
す
る
選
ば
れ
た
者
と
し
て
革
新
的
で
か
つ

穏
健
で
あ
り
、
名
利
を
追
う
こ
と
も
な
く
、
む
や
み

に
権
威
を
振
り
か
ざ
す
無
謀
な
権
力
主
義
な
ど
か
ら

は
程
遠
い
。
同
時
に
乳お
ん
ば
ひ
が
さ

母
日
傘
的
な
ひ
弱
さ
は
微
塵

も
感
じ
ら
れ
な
い
。
彼
ら
の
末
裔
に
当
る
加
納
久
朗

の
「
人
と
思
想
」
を
考
え
る
上
で
も
見
逃
せ
な
い
家

系
的
資
質
と
言
え
よ
う
。

　
『
徳
川
実
紀
』（
家
康
か
ら
家
治
ま
で
徳
川
家
10
代

の
歴
史
書
、
正
史
）
の
う
ち
第
八
編
「
有う
と
く
い
ん

徳
院
殿
御

実
紀
」
は
、
徳
川
幕
府
中
興
の
祖
・
第
８
代
将
軍
吉

宗
（
法ほ
う

名み
ょ
う

　

有
徳
院
）
の
将
軍
職
就
任
前
後
の
複
雑

な
経
緯
か
ら
筆
を
起
こ
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
正

式
就
任
直
前
の
享
き
ょ
う

保ほ
う

元
年
（
１
７
１
６
）
５
月
16
日

　

30
歳
を
超
え
た
ば
か
り
の
将
軍
徳
川
吉
宗
は
、
就

任
の
準
備
段
階
か
ら
紀
州
藩
以
来
の
側
近
加
納
久
通

（
１
６
７
３
‐
１
７
４
６
、
延
宝
元
年
‐
延
元
年
、

後
に
遠

と
お
と
う
み
の
か
み

江
守
）
を
重
用
し
、「
藩
時
代
同
様
、
補
佐

役
を
務
め
る
よ
う
」
指
示
し
て
い
る
。
将
軍
の
代
役

と
し
て
、
先
代
将
軍
の
内
室
（
令
夫
人
）
に
将
軍
就

任
祝
い
の
鯛
一
折
を
持
参
さ
せ
て
い
る
。将
軍
の「
首

席
補
佐
官
」
と
も
い
え
る
加
納
久
通
と
は
い
か
な
る

人
物
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
加
納
家
が
江
戸
中
期

以
降
、
将
軍
側
近
と
し
て
幕
末
に
至
る
ま
で
重
き
を

な
し
た
原
点
は
時
代
の
先
を
読
む
久
通
の
生
き
様
に

あ
る
。
こ
こ
で
久
通
を
論
じ
る
前
に
、
久
通
に
至
る

ま
で
の
加
納
家
の
系
譜
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　

◇　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◇

　

加
納
家
で
は
、
織
豊
時
代
末
期
の
武
将
久ひ
さ

直な
お

を
始

祖
と
す
る
。
久
直
は
、
平
安
貴
族
・
藤
原
氏
を
祖
と

す
る
同
家
が
加
納
家
を
名
乗
っ
て
か
ら
６
代
目
に
当

る
。
加
納
家
の
家
伝
に
よ
れ
ば
、
三
河
守
徳
川
泰
親

（
家
康
の
７
代
ほ
ど
前
の
武
将
）
の
庶
子
松
平
備
前

守
久
親
の
子
孫
が
三
河
国
加
茂
郡
加
納
村
（
現
豊
田

市
加
納
町
）
に
代
々
陣
屋
を
構
え
た
こ
と
か
ら
、
加

納
氏
を
称
し
た
と
さ
れ
る
。
徳
川
家
に
連
な
る
三
河

武
士
で
あ
っ
た
。
久
直
の
父
久
行
の
代
か
ら
同
家
で

は
、
男
子
（
中
で
も
嫡
男
）
の
名
前
に
「
久
」
の

に
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

　
「
け
ふ
（
今
日
）
藩
邸
供
奉
の
執
事
有
馬
四
郎
右

衛
門
氏う
じ

倫の
り

、
加
納
角
兵
衛
久ひ
さ

通み
ち

し
て
、
申
も
う
し
つ
ぎ次
の
事
を

つ
か
さ
ど
ら
し
め
る
（
今
御
用
取
次
の
濫ら
ん

觴し
ょ
う（
起
源

の
意
）
な
り
）」。
同
月
25
日
に
は
「
藩
邸
供
奉
行
の

士
小
笠
原
主
膳
胤た
ね

次つ
ぐ

、
有
馬
四
郎
右
衛
門
氏
倫
、
加

納
角
兵
衛
久
通
、
御お

側そ
ば

と
せ
ら
れ
、
申
次
の
こ
と
、

こ
れ
ま
で
の
ご
と
く
た
る
べ
し
と
命
ぜ
ら
る
る
」
と

あ
る
。
さ
ら
に
６
月
21
日
に
は
「
御
側
加
納
角
兵
衛

久
通
御
使
い
し
て
、
天
英
院
殿
、
月
光
院
殿
に
鮮
鯛

一
折
を
進
ら
れ
給
ふ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。（
原
文

の
ま
ま
）。

一
字
を
冠
す
る
こ
と
が

「
家
訓
」
同
然
と
な
っ

て
い
る
。「
加
納
家
よ
、

久く

遠お
ん

な
れ
」
と
の
願
い

を
託
し
た
も
の
で
、
そ

の
伝
統
は
今
日
の
子
孫

ま
で
続
い
て
い
る
。
加

納
家
の
家
紋
は
２
枚
の
柏
の
葉
を
は
す
か
い
に
重
ね

た
「
違ち
が

い
柏
」
で
あ
る
。

　

久
直
は
将
軍
に
な
る
前
の
三
河
武
将
家
康
に
仕

え
、
そ
の
子
久ひ
さ

利と
し

は
慶
長
８
年
（
１
６
０
３
）
に
紀

伊
大
納
言
徳
川
頼よ
り

宜の
ぶ

が
御
三
家
の
一
つ
と
し
て
常
陸

国
水
戸
藩
に
入
封
し
た
際
、
才
覚
が
認
め
ら
れ
て
側

近
に
登
用
さ
れ
た
。そ
の
後
頼
宜
が
駿
河
国
府
中（
静

岡
）
藩
を
経
て
紀
伊
国
和
歌
山
（
紀
州
）
藩
と
転
封

し
た
際
に
も
、
こ
れ
に
従
っ
て
勤
仕
し
た
。
頼
宜
は

御
三
家
・
紀
伊
徳
川
家
の
初
代
藩
主
（
藩
祖
）
と
な

り
難
治
と
さ
れ
た
紀
州
藩
の
藩
政
確
立
に
務
め
た
。

久
利
は
頼
宜
か
ら
強
い
信
頼
を
寄
せ
ら
れ
藩
政
改
革

や
家
臣
団
の
編
成
な
ど
に
当
っ
た
。

　

久
利
を
継
い
だ
久ひ

さ

政ま
さ

と
そ
の
後
を
継
い
だ
久
通
も

紀
州
藩
側
用
人
で
あ
っ
た
。
久
通
は
紀
州
藩
家
臣
加

納
政
直
の
子
で
あ
っ
た
が
、
後
に
久
政
の
養
子
と

な
っ
た
。
久
通
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
加
納
家
は

嫡
男
（
後
継
ぎ
）
が
い
な
い
か
病
弱
の
場
合
に
は
近

親
の
武
家
か
ら
文
武
に
秀
で
た
男
子
を
選
ん
で
家
督

を
相
続
さ
せ
て
い
る
。

　
　
　

◇　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◇

　

第
５
代
紀
州
藩
主
吉
宗
は
「
強
運
」
の
男
だ
っ
た
。

貞
享
元
年
（
１
６
８
４
）
10
月
に
紀
州
藩
２
代
藩
主

徳
川
光
貞
の
４
男
と
し
て
紀
州
和
歌
山
で
生
ま
れ

た
。
生
母
は
巨こ
せ
ろ
く
ざ
え
も
ん
と
し
き
よ

勢
六
左
衛
門
利
清
の
娘
お
ゆ
り
の
方

で
あ
る
。
元
禄
９
年
（
１
６
９
６
）
４
月
、
13
歳
の

時
将
軍
綱
吉
に
初
め
て
御
目
見
え
し
、
同
12
月
に
は

従
四
位
下
左さ
こ
ん
え
の
し
ょ
う
し
ょ
う

近
衛
少
将
に
叙
任
さ
れ
主ち
か
ら
の
か
み

税
頭
と
称
し

た
。
四
位
少
将
は
国
持
大
名
な
ど
の
大
だ
い
だ
い
み
ょ
う

大
名
に
許
さ

れ
る
官
位
で
あ
る
。
若
年
で
許
さ
れ
た
の
は
、
徳

川
御
三
家
に
生
ま
れ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
翌

10
年
４
月
、
綱
吉
が
江
戸
赤
坂
の
紀
州
藩
邸
に
御

成
り
し
た
際
、
越
前
国
丹に

ゅ
う生
郡
（
現
福
井
県
鯖
江

市
と
そ
の
周
辺
）
に
お
い
て
３
万
石
の
領
地
を
与

え
ら
れ
た
。

　

こ
の
後
、
何
事
も
起
き
な
け
れ
ば
一
小
大
名
と

し
て
終
わ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
だ
が
宝
永
２
年

（
１
７
０
５
）
５
月
、
３
代
藩
主
の
長
兄
綱つ

な

教の
り

が
没

し
、
そ
の
後
を
継
い
だ
次
兄
頼
職
も
同
年
９
月
に

死
去
し
た
。
相
次
ぐ
藩
主
の
他
界
に
よ
り
、
図
ら

ず
も
紀
州
藩
55
万
５
０
０
０
石
の
藩
主
と
な
っ
た
。

時
に
22
歳
。
将
軍
綱
吉
の
一
字
を
拝
受
し
て
吉
宗
と

改
め
た
。
若
く
偉
丈
夫
な
藩
主
は
足
掛
け
12
年
間

藩
政
を
主
導
し
た
。
こ
の
間
一
貫
し
て
推
進
し
た

の
が
藩
財
政
の
再
建
や
藩
制
度
の
改
革
で
あ
っ
た
。

こ
れ
を
支
え
た
側
近
の
一
人
が
加
納
久
通
で
あ
る
。

こ
こ
に
享
保
改
革
の
推
進
者
で
あ
り
、
財
政
再
建

を
目
指
し
た
「
米
将
軍
」
の
政
治
的
原
点
を
見
る
。
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徳川　吉宗　（1684 ～ 1751 年）
加納家は吉宗に認められ将軍側近となった

加納家家系図（『旧華族家系体系』より）
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（『藩史大事典』より）
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藩
主
就
任
か
ら
12
年
後
の
正
徳
６
年
（
１
７
１
６
）

４
月
、
吉
宗
に
さ
ら
な
る
幸
運
が
訪
れ
た
。
藩
主
に

も
な
れ
な
い
と
思
わ
れ
た
４
男
坊
が
55
万
５
０
０
０

石
の
御
三
家
藩
主
に
な
り
、
次
い
で
幕
府
将
軍
と
い

う
最
高
位
に
昇
り
つ
め
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

◇　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◇

　

７
代
将
軍
家
継
が
数
え
年
８
歳
で
夭よ
う

折せ
つ

し
た
こ
と

か
ら
、
吉
宗
は
将
軍
家
を
相
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
家
継
が
重
病
に
陥
っ
た
際
、
吉
宗
に
直

接
面
会
し
て
将
軍
職
を
後
見
す
る
よ
う
申
し
渡
し
た

の
は
、
６
代
将
軍
家
宣
の
正
室
で
あ
っ
た
天て
ん
え
い
い
ん

英
院
で

あ
っ
た
。
吉
宗
は
辞
退
し
た
が
、
天
英
院
は
先
代
将

軍
家
宣
の
思
召
し
で
あ
る
こ
と
、
天
下
の
た
め
で
あ

る
こ
と
を
切
々
と
訴
え
て
説
得
し
た
。
吉
宗
は
折
れ

て
受
諾
し
た
。（
こ
の
間
側
近
の
加
納
久
通
ら
と
密

人
そ
れ
ぞ
れ
に
推
薦
し
た
い
人
物
の
書
付
を
提
出
す

る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
３
人
の
寺
社
奉
行
は
、
同

役
に
つ
い
て
は
当
日
松
平
武た
け

元ち
か

を
推
挙
し
、
奏
者
番

に
つ
い
て
は
、
３
日
後
の
10
日
に
亥げ
ん

以い

と
い
う
坊
主

を
通
じ
て
、
３
人
そ
れ
ぞ
れ
が
書
付
を
加
納
へ
上
申

し
て
い
る
。
そ
し
て
15
日
に
、
寺
社
奉
行
に
は
松
平

武
元
、
奏
者
番
に
は
２
人
の
大
名
が
任
命
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
人
事
案
件
に
つ
い
て
も
、
大
岡
の
日

記
を
見
る
限
り
、
老
中
は
関
わ
っ
て
い
な
い
。
幕
府

高
級
官
僚
の
人
事
案
件
が
、
加
納
ら
に
委ゆ
だ

ね
ら
れ
て

い
る
。

　
『
徳
川
実
紀
』
は
、吉
宗
は
加
納
・
有
馬
両
人
を
「
左

右
の
手
の
ご
と
く
」
使
っ
た
と
記
し
、
ま
た
「
紀
州

藩
よ
り
供
奉
せ
し
輩
は
貴
賎
と
も
に
世
に
す
ぐ
れ
し

も
の
多
か
り
し
が
、
加
納
遠
江
守
久
通
、
有
馬
兵
庫

頭
氏
倫
は
さ
ら
な
り
。
こ
れ
に
つ
ぎ
て
小
笠
原
石
見

守
政
登
な
ど
も
ざ
え
か
し
こ
く
、
常
に
御
側
に
あ
り

て
万
よ
ろ
ず
の
事
を
う
け
た
ま
は
り
、
藪
主
計
頭
忠
通
（
後

号
大
休
）
も
も
と
よ
り
な
み
な
み
な
ら
ぬ
う
つ
は
も

の
な
れ
ば
、
西
城
に
つ
け
ら
れ
け
り
。
此
の
他
近
習

外
様
の
人
々
に
も
、
も
の
の
用
に
た
つ
も
の
多
か
り

け
る
」
と
高
く
評
価
し
て
い
る
。「
氏
倫
が
切
れ
者

で
き
つ
い
性
格
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
久
通
は
温
和

重
厚
で
よ
く
氏
倫
の
欠
点
を
補
っ
た
」（『
世
界
大
百

科
事
典
』（
平
凡
社
））。

　

久
通
は
吉
宗
よ
り
11
歳
年
長
で
あ
り
、
忌
憚
の
な

い
具
申
を
し
て
将
軍
の
政
道
に
誤
り
の
無
い
よ
う
に

心
配
り
を
し
た
。
常
に
正
し
く
身
を
処
し
権
勢
に
お

ご
る
こ
と
な
く
謙
虚
で
あ
っ
た
。
民
政
安
定
や
治
安

維
持
に
尽
力
し
た
大
岡
越
前
守
忠た
だ

相す
け

と
と
も
に
将
軍

吉
宗
に
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
逸
材
だ
っ
た
。

　
　
　

◇　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◇

談
を
重
ね
た
に
違
い
な
い
）。
吉
宗
は
４
月
30
日
、

江
戸
城
二
の
丸
に
入
り
、
同
日
夜
家
継
が
死
去
し
た

の
を
受
け
て
、
将
軍
家
を
相
続
し
て
「
上う

え

様さ
ま

」
と
称

さ
れ
た
。
年
号
が
正
徳
か
ら
享
保
に
改
ま
っ
た
年
の

５
月
に
徳
川
宗
家
を
継
ぎ
、
次
い
で
８
月
13
日
、
将

軍
宣
下
の
式
が
行
わ
れ
て
正
式
に「
公く
ぼ
う
さ
ま

方
様（
将
軍
）」

と
な
っ
た
。

　

吉
宗
の
将
軍
家
相
続
に
際
し
て
、
紀
州
藩
士
が
幕

臣
団
に
編
入
さ
れ
た
。
吉
宗
は
紀
州
徳
川
家
を
存
続

さ
せ
る
た
め
、
一
部
の
才
長た

け
た
家
臣
を
選
ん
で
幕

臣
と
し
た
。
正
徳
６
年
（
１
７
１
６
、
改
元
し
て
享

保
元
年
と
な
る
）
４
月
晦み
そ
か日
に
吉
宗
が
江
戸
城
二
の

丸
に
入
っ
た
際
、
吉
宗
側
近
の
第
一
陣
と
し
て
供ぐ

奉ぶ

し
た
の
が
、
紀
州
藩
年
寄
（
家
老
格
）
小
笠
原
胤た
ね

次つ
ぐ

、
御
用
役
兼
番ば
ん
が
し
ら頭
有
馬
氏
倫
、
同
加
納
久
通
ら

藩
重
臣
を
は
じ
め
と
す
る
96
人
で
あ
っ
た
。そ
の
後
、

順
を
追
っ
て
紀
州
藩
士
が
江
戸
幕
府
に
召
し
だ
さ
れ

た
。
彼
ら
は
将
軍
の
掲
げ
る
享
保
改
革
の
先
頭
に
立

つ
の
で
あ
る
。

　

江
戸
幕
府
に
召
し
出
さ
れ
た
紀
州
藩
士
中
で
注
目

し
た
い
家
臣
の
一
人
が
、
地じ
か
た
こ
う
し
ゃ

方
巧
者
（
農
業
土
木
技

術
者
）
の
井い
ざ
わ
や
そ
べ
い
た
め
な
が

澤
弥
惣
兵
衛
為
永
で
あ
る
。
井
澤
は
享

保
改
革
最
中
の
享
保
８
年
（
１
７
２
４
）
７
月
に
招

聘
さ
れ
て
い
る
。60
歳
の
高
齢
で
あ
っ
た
。「
米
将
軍
」

吉
宗
は
、
財
政
再
建
策
の
一
環
と
し
て
、
大
規
模
な

干
拓
や
新
田
開
発
を
幕
府
あ
げ
て
全
国
規
模
で
推
進

す
る
た
め
、
紀
州
藩
内
で
農
業
水
路
開
削
や
大
規
模

農
地
開
発
に
成
果
を
挙
げ
た
還
暦
の
技
術
者
（
紀
州

流
治
水
・
利
水
の
祖
）
を
招
致
し
た
の
で
あ
る
。（
拙

書
『
水
の
匠
、
水
の
司
』（
鹿
島
出
版
会
）
参
照
）。

ほ
ぼ
10
年
間
に
、
紀
州
藩
士
２
０
５
人
が
幕
臣
団
に

編
入
さ
れ
江
戸
に
上
っ
た
。

　
　
　

◇　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◇

　

久
通
は
小
笠
原
、
有
馬
と
と
も
に
側
そ
ば
も
う
し
つ
ぎ

申
次
を
命
じ

ら
れ
た
際
、
伊
勢
国
三
重
郡
内
に
１
０
０
０
石
を
下か

賜し

さ
れ
た
。
久
通
は
こ
の
年
７
月
に
従
五
位
下
近
江

守
に
叙
任
さ
れ
た
。
五
位
以
上
は
特
別
に
厚
遇
さ
れ

遠
江
守
な
ど
の
「
守
」
名
を
名
乗
る
こ
と
が
出
来
た
。

翌
２
年
正
月
に
下し
も
う
さ総
国
相
馬
郡
内
に
１
０
０
０
石
、

同
11
年
正
月
に
伊
勢
国
三
重
、
多た

気き

、
上
総
国
長な
が
ら柄

の
３
郡
内
に
８
０
０
０
石
を
そ
れ
ぞ
れ
加
増
さ
れ
、

享
保
11
年
（
１
７
２
６
）
に
有
馬
と
加
納
の
両
人
が

１
万
石
の
大
名
に
列
し
た
。（
小
笠
原
は
享
保
２
年

に
隠
居
し
た
）。
上
総
国
長
柄
の
領
地
10
か
村
の
う

ち
に
一
宮
本
郷
村
（
現
一
宮
町
）
が
含
ま
れ
て
い
る
。

加
納
家
が
後
年
藩
主
と
な
る
一
宮
領
地
へ
の
足
掛
か

り
が
生
ま
れ
た
。
久
通
は
伊
勢
国
八は
っ
た
は
ん

田
藩
（
現
四
日

市
市
東
阿
倉
川
）
に
入
府
し
陣
屋
を
構
え
た
。
加
納

家
は
参
勤
交
代
を
行
わ
な
い
定
じ
ょ
う

府ふ

大
名
（
江
戸
定
住

の
大
名
）で
あ
っ
た
。
有
馬
氏
倫
は
上
総
国
五ご

井い
（
現

千
葉
県
市
原
市
五
井
）
藩
主
と
な
っ
た
。

　

久
通
は
、
延
享
２
年
（
１
７
４
５
）
９
月
に
若
年

寄
に
昇
進
し
、
将
軍
を
退
い
た
大
御
所
吉
宗
に
伺
候

し
た
。
生
涯
を
吉
宗
に
捧
げ
た
と
い
え
る
。
寛
延
元

年
（
１
７
４
８
）
８
月
、
76
歳
で
他
界
し
た
。
久
通

は
日
蓮
宗
の
熱
心
な
信
徒
で
あ
り
、江
戸
・
四
谷
（
現

新
宿
区
須
賀
町
）
の
同
宗
名
刹
戒
行
寺
に
埋
葬
さ
れ

た
。（
同
寺
は
加
納
家
の
菩
提
寺
と
な
る
。
今
日
同

寺
に
は
加
納
家
歴
代
当
主
の
墓
碑
は
残
さ
れ
て
い
な

い
）。

　

久
通
の
遺
領
は
紀
州
家
の
家
臣
加
納
政
信
の
子
で

養
子
と
な
っ
た
久ひ
さ

堅か
た

が
相
続
し
た
。
久
堅
は
正
徳
元

年（
１
７
１
１
）生
ま
れ
で
、元
文
元
年（
１
７
３
９
）

４
月
に
久
通
の
長
男
久ひ
さ

武た
け

が
多
病
に
よ
り
嫡
子
を
辞

し
た
た
め
養
子
と
な
り
、
８
月
に
吉
宗
に
初
見
え
し

た
。
延
享
２
年
10
月
に
従
５
位
下
大
和
守
に
叙
任
さ

れ
、
寛
延
元
年
10
月
に
遺
領
を
継
ぎ
、
宝
暦
元
年

　

吉
宗
に
供
奉
し
て
江
戸
城
に
入
り
側
近
に
任
命
さ

れ
た
紀
州
藩
年
寄
小
笠
原
胤
次
、
御
用
役
兼
番
頭
有

馬
氏
倫
、
同
加
納
久
通
の
３
人
は
、
新
設
さ
れ
た
御

用
取
次
の
重
職
（
直
参
旗
本
）
に
就
い
た
。
吉
宗
が
、

そ
れ
ま
で
の
側そ

ば
よ
う
に
ん

用
人
に
代
わ
る
役
職
と
し
て
新
設
し

た
御
用
取
次
と
将
軍
の
私
的
経
済
を
管
掌
す
る
小
納

戸
頭
取
は
終
始
紀
州
藩
出
身
者
が
独
占
し
た
。

　

初
代
の
御
用
取
次
に
任
命
さ
れ
た
小
笠
原
、
有

馬
、
加
納
の
禄
高
は
当
初
そ
れ
ぞ
れ
２
５
０
０
石
、

１
３
０
０
石
、
１
０
０
０
石
で
あ
っ
た
。
格
式
の
上

で
は
側
用
人
の
侍
従
・
老
中
格
ま
た
は
少
将
・
老
中

上
座
に
対
し
て
、
御
用
取
次
は
諸
大
夫
に
甘
ん
じ
て

お
り
、
か
な
り
格
下
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
格

式
や
禄
高
と
は
別
に
、
有
馬
や
加
納
の
取
り
次
ぎ
範

囲
が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

側
用
人
は
格
式
の
高
さ
の
た
め
に
、
将
軍
と
の
取
り

次
ぎ
範
囲
が
表
向
き
老
中
・
若
年
寄
な
ど
の
幕
閣
に

限
定
さ
れ
て
い
た
が
、
享
保
期
に
は
、
取
り
次
ぎ
役

を
旗
本
役
に
格
下
げ
し
た
た
め
、
同
じ
旗
本
役
の
実

務
官
僚
に
も
接
触
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

　

将
軍
吉
宗
は
、
人
事
面
で
も
御
用
取
次
を
使
っ
て

主
導
権
を
発
揮
し
て
い
る
。
吉
宗
政
権
後
期
の
延
え
ん
き
ょ
う享

元
年
（
１
７
４
４
）
に
お
け
る
寺
社
奉
行
・
奏そ
う
じ
ゃ
ば
ん

者
番

（
将
軍
側
近
、
式
典
担
当
、
寺
社
奉
行
兼
務
の
場
合

も
）
の
人
事
決
定
過
程
の
状
況
を
、
名
奉
行
と
し
て

知
ら
れ
る
大
岡
忠た
だ

相す
け

の
「
日
記
」
に
よ
っ
て
見
て
み

る
。
大
岡
は
町
奉
行
を
19
年
間
務
め
た
後
、
大
名
役

の
寺
社
奉
行
に
抜ば
っ
て
き擢
さ
れ
、
在
職
９
年
目
で
あ
っ

た
。
同
年
５
月
７
日
、
御
用
取
次
の
加
納
久
通
、
小

笠
原
政ま
さ

登な
り

（
有
馬
氏
倫
の
後
任
）
両
人
は
、
将
軍
吉

宗
の
意
を
受
け
て
、
寺
社
奉
行
か
ら
大
阪
城
代
に
転

出
し
た
堀
田
正ま
さ

亮す
け

の
後
任
に
誰
が
適
当
か
、
在
職
中

の
寺
社
奉
行
大
岡
忠
相
、
本
多
正ま
さ

珍よ
し

、
山
名
豊と
よ

就な
り

の

３
人
に
諮
問
し
、
奏
者
番
の
選
任
に
つ
い
て
は
、
３

（
１
７
５
１
）
５
月
に
幕
府
の
大お
お
ば
ん
が
し
ら

番
頭
（
12
組
か
ら

な
る
大
隊
の
隊
長
、
格
式
は
高
い
）、
同
13
年
７
月

に
奏
者
番
に
な
り
、
後
に
遠
と
お
と
う
み江
守
に
改
め
た
。
明
和

４
年
（
１
７
６
７
）
10
月
に
若
年
寄
に
昇
進
し
、
安

永
元
年
（
１
７
７
２
）
３
月
に
先
に
江
戸
大
火
で
居

宅
が
延
焼
し
た
こ
と
に
よ
り
、
将
軍
か
ら
５
０
０
０

両
の
恩
貸
を
受
け
た
。
５
０
０
０
両
は
今
日
の
数
億

円
を
越
え
る
巨
額
で
あ
る
。
天
明
２
年（
１
７
８
２
）

11
月
と
同
３
年
12
月
に
領
内
の
農
村
が
飢
饉
に
見
舞

わ
れ
た
際
、
そ
れ
ぞ
れ
２
０
０
０
両
ず
つ
の
恩
貸
を

受
け
、
藩
主
が
率
先
し
て
荒
廃
し
た
村
落
の
復
興
に

力
を
注
い
だ
。

　

久
堅
は
天
明
６
年
（
１
７
８
６
）
８
月
に
75
歳
で

他
界
し
、
養
嗣
子
久ひ
さ

周の
り

が
相
続
し
た
。
久
堅
に
次
い

で
再
び
養
子
で
あ
る
。
久
周
は
才
気
煥
発
な
こ
と
で

知
ら
れ
、
第
10
代
将
軍
家
治
の
老
中
田
沼
意
次
政
権

下
に
あ
っ
て
、
同
松
平
定
信
（
白
河
藩
主
）
を
中
心

と
し
た
反
田
沼
グ
ル
ー
プ
に
参
加
し
、
天
明
７
年
寛

政
改
革
の
着
手
と
同
時
に
御
側
と
な
り
改
革
の
推
進

勢
力
の
一
人
と
し
て
手
腕
を
ふ
る
う
の
で
あ
る
。

（
参
考
文
献
：
千
葉
県
一
宮
町
教
育
委
員
会
蔵
「
加
納
家
史
料
目

録
」、『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』、『
新
訂
増
補
国
史
大
系
徳
川
実

紀
』、『
続
徳
川
実
紀
』、『
徳
川
加
除
封
録
』（
藤
野
保
校
訂
）、『
藩

史
事
典
』、『
房
総
諸
藩
録
』（
須
田
茂
）、『
綱
吉
と
吉
宗
』（
深
井

雅
海
）、
中
村
泰
氏
論
文
、
筑
波
大
学
付
属
図
書
館
資
料
な
ど
）。

（
つ
づ
く
）。

吉宗乗馬像（和歌山城前）
享保の改革は側近久通らにより強力に進められた

先
月
号
Ｐ
48
の
中
段
、
後
ろ
か
ら
３
行
目
の
ド
イ
ツ
語
の

部
分
に
ウ
ム
ラ
ウ
ト
（
変
母
音
を
示
す
綴て
い

字じ

記
号
）
の
誤

表
記
が
あ
り
ま
し
た
。
正
し
く
は
次
の
通
り
で
す
。
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